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【１】 不動産鑑定士・鑑定業者の現状

（平成29年1月1日時点、「平成28年不動産鑑定業者の事業実績報告」より）１業者あたりの不動産鑑定士の人数

○ 不動産鑑定士等の登録者数 9,532名 （不動産鑑定士 8,268名、不動産鑑定士補 1,264名）

○ 不動産鑑定業者の登録業者数 3,311業者（大臣登録業者 81業者、知事登録業者 3,230業者）

（平成29年1月1日時点)
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【２】 不動産鑑定士の業務領域（全体像）

一般の鑑定評価等に関する業務 公的土地評価業務

鑑定人等としての業務

競売及び非訟事件のため
の評価人・鑑定人業務

【裁判所】

課税

担保物件の評価
【金融機関等】

補償のための評価
【主に国・地方公共団体等】

事業に伴う補償等
の調査

【主に国・地方公共団体等】

財務諸表作成
のための評価
【主に民間法人】

固定資産の
時点修正率等の調査

【主に民間法人】

売買のための評価
【当事者】

不動産証券化
のための評価

【主に金融機関、民間法人等】

資産評価
【主に民間法人】

市場調査・需要予測等
の調査

【主に民間法人】

不動産の利活用のため
の調査

【民間法人、国・地方公共団体等】

市街地再開発、区画整理
等のための評価

【当事者】

訴訟事件のための評価
【当事者】

官公庁の制度・政策に
係る調査等

【主に国・地方公共団体等】

価格評価

訴訟事件のための評価
【当事者】

賃貸借のための評価
【当事者】

補償のための評価
【主に国・地方公共団体等】

〔土地収用法等〕

差押不動産等の公売のため
の鑑定人業務

【国税庁】

民事再生、会社更生
のための評価

【当事者】

〔国税徴収法〕

〔民事執行法〕
〔民事訴訟法〕

〔民事再生法〕
〔会社更生法〕

課税の変動率等
の調査

【国税局、市町村】

相続税評価
【国税局】

固定資産税評価
【市町村】

〔相続税法〕

〔地方税法〕

地価公示
【土地鑑定委員会】

地価調査
【都道府県】

〔地価公示法〕

〔国土利用計画法施行令〕

賃料評価

相談等業務（法第３条第２項業務）

鑑定評価業務（法第３条第１項業務）

〔投資信託及び投資法人に関する法律〕
〔資産の流動化に関する法律〕

〔会社法、国有財産法等〕

〔 都市再開発法 〕
〔土地区画整理法〕
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備考 ： ここで、「法」は不動産の鑑定評価に関する法律、【 】 は主な依頼先、 は依頼目的に関連する主な法令を示す。〔 〕
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【３】 不動産鑑定士の業務領域 ①鑑定評価業務（法第３条第１項業務）

○ 鑑定評価業務に関する個人からの評価依頼については、報酬額ベースで１割に満たない。
○ 東京都を除く、知事登録業者では、国・地方公共団体等からの依頼が７割程度を占める。

備考：平成28年不動産鑑定業者事業実績報告（国土交通省）
ここでは、地価公示・都道府県地価調査、鑑定人等としての業務（裁判所等の指定に基づいて行う業務）を含めている。
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【４】 鑑定評価業務（法第３条第１項業務）における報酬額の推移
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備考 ： 平成28年事業実績報告より作成（平成29年1月1日現在）
「課税」には固定資産税評価を含み、平成23年、26年には固定資産の評価替えが行われている。
地価公示・都道府県地価調査、鑑定人等としての業務（裁判所等の指定に基づいて行う業務）を含む。

○ 事業規模は、３年に一度の固定資産の評価替えの年を除くと、460億円程度で推移している。

依頼目的別：報酬額の推移

価
格
評
価



【５】 鑑定評価業務（法第３条第１項業務）における報酬額の割合の推移
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○ ３年に一度の固定資産の評価替えの年を除くと、「証券化」の割合は１割程度を占める。

備考 ： 平成28年事業実績報告より作成（平成29年1月1日現在）
「課税」には固定資産税評価を含み、平成23年、26年には固定資産の評価替えが行われている。
地価公示・都道府県地価調査、鑑定人等としての業務（裁判所等の指定に基づいて行う業務）を含む。

依頼目的別：報酬額の割合の推移
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【６】 鑑定評価業務（法第３条第１項業務）における１業者あたりの平均報酬額の推移

6
備考 ： 平成28年事業実績報告より作成（平成29年1月1日現在）

固定資産税評価を含み、平成23年、26年には固定資産の評価替えが行われている。
地価公示・都道府県地価調査、鑑定人等としての業務（裁判所等の指定に基づいて行う業務）を含む。

○ １業者あたりの平均報酬額は、３年に一度の固定資産の評価替えの年を除くと、大臣登録業者では概ね
増加傾向にあるが、知事登録業者では減少傾向にある。

登録業者別：１業者あたりの平均報酬額の推移
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【７】 Ｊリートの取得する不動産の多様化

○ Ｊリートが取得する不動産はオフィス、住宅、商業施設等が中心であったが、近年では、ホテル、
物流施設等への多様化が進んでいる。
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（注1）．「その他」は「オフィス」「商業・店舗」「住宅」「ホテル」「物流施設」以外の用途。

（注2）．2010年1月以前の「ホテル」「物流」は「その他」に含まれる。

（注3）．2016年9月以前の「ヘルスケア」「病院」は「その他」に含まれる。

【出典】2007年３月～2017年３月 一般社団法人投資信託協会公表データ

（兆円）



○ESG投資に適した不動産について、賃料収入、期待利回りともに、将来の優位
性を期待する意見が多い。

○ 欧州の年金基金グループが創設した不動産
会社・運用機関のESG配慮を図る年次のベン
チ マ ー ク 調 査 （ Global Real Estate
Sustainability Benchmark）。評価項目の１つと
して、環境不動産の認証について考慮する。

○ 2016年版では、調査参加企業は759社、対象
アセットは、63ヵ国約66,000物件（資産規模約
2.8兆円）に至る。
日本からのGRESB調査参加者は46社（うち
J-REITは30法人）が参加。
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【８】 不動産ＥＳＧ投資について

○ 投資家が投資先企業に対して環境・社会・ガバナンスへの配慮を求めるＥＳＧ投資の認識が広がっている。
○ 不動産分野においては、ＥＳＧ投資への取組を評価し、その評価を指標化、格付けするグローバル調査「GRESB」

が世界の主要な機関投資家を中心に行われており、日本からの参加機関も年々増加している。
○ 近年では、健康性、快適性等に着目した取組も出てくるなど、不動産投融資に関してＥＳＧの考え方を組み込む意

識が高まっている。

GRESBについて 投資家の意識について

備考：GRESBより

備考：「第34回不動産投資家調査・特別アンケート」（（一財）日本不動産研究所）より
調査方法：アンケート調査 （原則として、電子メールまたは郵送）
調査対象：アセット・マネージャー、生命保険、年金基金等機関投資家257社
回答者数：124社、調査時点：平成28年４月１日

ＥＳＧ投資に適した不動産の賃料収入 （現在と１０年後の見通し）

ＥＳＧ投資に適した不動産の期待利回り （現在と１０年後の見通し）

環境不動産等の認証について

備考：GRESB, International WELL Building Instituteより

○ GRESB調査においても採用されている、 環
境不動産の認証としてCASBEE、DBJ Green
Building認証、BEMS、LEED等があるほか、健
康性・快適性等に着目した制度としてWELL
（The WELL Building Standard）等がある。



◯ 不動産業界においてもビッグデータ、地理情報システム(GIS)等のITを活用した多様なサービスが展開

不動産価格の推計サービス

出典：おたに HP

(株)おたには、不動産の取引価格を推計し地図上に

表示するシステム「GEEO(ジーオ)」を無料で提供

（法人向けは有料）

(株)ネクストは、自社の不動産物件ポータルサイト

に蓄積されたビッグデータを活用し、既存マンショ

ンの参考価格を算出する「PRICE MAP(プライスマッ

プ)」を無料で提供

消費者における物件選択をサポートするほか 不動

産会社における物件の価格設定や投資家による投資

の適正判断等にも活用が可能

GEEO 表示画面

物件・エリア情報の一元化

出典：平成28年版土地白書、(株)ネクスト資料

(株)リクルート住まいカンパニーでは、地図上で
不動産物件情報の検索・閲覧を可能とするサービス
「Bing不動産」の提供を開始

ＰＲＩＣＥ ＭＡＰ 表示画面

地盤リスク情報の見える化

出典：平成28年版土地白書、日本マイクロソフト(株)・（株)リクルート住まいカンパニー資料

物件に関する様々な
情報を一括して地図
上で提供することで、
地図から物件を探す
ことを可能に

Bing不動産 表示画面

出典：平成28年版土地白書、(株)地盤ネット資料

(株)地盤ネットでは、地図上で全国各地の地盤リス
ク情報の検索・閲覧を可能とするサービス「地盤
安心マップ」の提供を開始

土地の購入前の事前
情報として地盤に関
する情報を確認する
ことを可能に

地盤安心マップ 表示画面

【９】 不動産業界におけるビッグデータ等のＩＴ活用

出典：国土審議会土地政策分科会企画部会「土地政策の新たな方向性2016」
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○ 民間シンクタンクは、新設住宅着工戸数が減少しても、それを上回るスピードで世帯数が減少することを予測して
いる。

○ 民間シンクタンクは、既存住宅の除却や、住宅用途以外への有効活用が進まなければ、2033年の総住宅数は約
7,100万戸へと増大し、空き家数は約2,150万戸、空き家率は30.2%に上昇すると予測。
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→ 野村総研に
よる予測値

【１０】 空き家の増加の将来予測

出典：実績値は総務省「平成25年住宅・土地統計調査」
予測値は株式会社野村総合研究所
国土審議会土地政策分科会企画部会「土地政策の新たな方向性2016」 10



【１１】 動産を含む事業用不動産等の評価について
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動産比率
（下限～上限）

ホテル
シティホテル 5～20％

宿泊特化型 5～15％

ヘルス
ケア

急性期病院 15～30％

慢性期病院 7～20％

老人ホーム（介護付） 3～15％

サービス付高齢者住宅 3～12％

※ここで動産比率とは、仮にすべてのFF&E（医療用機器等を含む）をオーナー（不動産所有
者）側が所有しているとした場合の総資産に対する動産の価格比率（新築時）をいう。

※公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の調査による

※公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の調査による
（会員3,074業者のうち大手業者を中心とした220業者（7.2%）による回答）

動産を含む事業用不動産
の評価の件数

インフラ評価の件数

ホテル ヘルスケア メガソーラー その他

米国で一般的と認められているＡＳＡ(米国鑑定士協会)及び日本での業務提携先であるJasia（日本資産評価士協会）に

おいて使用している動産の価格概念として以下がある。

ホテル・ヘルスケア施設の評価額に占める
動産の割合（推計）

動産の価格概念（例）

① 新規再生産コスト

② 新規再調達コスト

③ 公正市場価値１
（継続使用前提）

④ 公正市場価値２
（通常の市場価値）

⑤ 任意清算価値

⑥ 強制清算価値

→ 評価対象資産と同じか極めて類似した材料を用いて資産の新規模造品を再生産する現在コスト

→ 評価対象資産と最も同等に近い効用を有する同様の新規資産の現在コスト

→ 売買を強要されることなく、関連事項を熟知した上で取引を行う場合に、当該収益が報告された価値を裏付ける
ものであるとの前提で、資産として期待され得る予想金額

→ 売買を強要されることなく、関連事項を熟知した上で取引を行う場合に、資産として期待され得る予想金額

→ 現状有姿での売却を余儀なくされる場合に、合理的な売却期間がある前提で、清算売却で実現され得る予想金額

→ 緊急に現状有姿での売却を余儀なくされる場合に、競売で実現され得る予想金額

不動産と一体となった動産の評価実績
（Ｈ２５．１．１～Ｈ２７．１２．３１）

高

低



【１２】 不動産と動産を一体とした評価事例

12

ケース１：宿泊特化型ホテルの場合

・ケース１ 宿泊特化型ホテル（平成27年１～３月改修）では、動産の占める割合は３％程度

・ケース２ 太陽光発電設備の立地する不動産（平成26年７月供給開始）では、動産の占める割合は８割程度

ケース２：太陽光発電設備の立地する不動産の場合

所在地 大阪府大阪市中央区（駅徒歩2分）

動産の評価
方法

収益価格に対して、積算価格における
動産の価格構成比率を乗じて算定

評
価
額

不動産
宿泊特化型ホテル
その敷地

30.9億円
（97%）

動産 家具・什器・備品等
1.0億円
（3%）

合計
31.9億円
（100%）

所在地 茨城県稲敷郡

動産の評価
方法

収益価格に対して、積算価格における
動産の価格構成比率を乗じて算定

評
価
額

不動産 土地
0.9億円
（19%）

動産 太陽光発電設備等
3.9億円
（81%）

合計
4.8億円
（100%）

※ 開示資料をもとに、国土交通省において、不動産・動産の価格について試算

（価格時点：平成27年10月） （価格時点：平成27年10月）



【１３】 不動産鑑定評価における動産の取扱いに関する国際比較
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○ 資格認定の形態として、不動産と動産の評価について同一分野として認定されるもの、別分野として認定される
ものとに分かれるが、一般的には不動産と一体となった動産も含めて評価されている。

米国 英国 シンガポール 香港 韓国

資格・称号 MAI

ASA
（認定上級国際
資産評価士）

AM
（認定国際資産評価士）

MRICS
(メンバー会員)

FRICS
(フェロー会員)

MSISV
（メンバー会員)

FSISV
（フェロー会員）

MHKIS
（メンバー会員）

FHKIS
（フェロー会員）

鑑定評価士

登録機関 AI
(米国不動産鑑定協会)

ASA
(米国鑑定士協会)

RICS
(英国王立チャータード・
サーベイヤーズ協会)

SISV
（シンガポール・サーベ
イヤーズ及び評価人協

会）

HKIS
(香港サーベイヤーズ

協会)

国土交通省
（韓国）

根拠法令 不動産鑑定評価
資格登録基準

資産評価資格登録
基準（不動産は同左）

RICS入会規定 SISV会員要綱 HKIS条例
鑑定評価及び鑑定評
価士に関する法律

不動産と一体と
なった動産の

取扱い

動産について
規定はないが、

一般的に什器・備
品等も含めて評価

不動産と動産（プラ
ント・機械設備）は
別分野として認定

ただし、一般的に
什器・備品等も

含めて評価

不動産・動産を含む
資産評価として

認定

※資産評価には、
不動産、機械設備、

事業・無形資産を含む

不動産・動産を含む
資産評価として

認定

※資産評価には、
不動産、機械設備、

事業・無形資産を含む

不動産・動産を含む
資産評価として

認定

※資産評価には、
不動産、機械設備、

事業・無形資産を含む

鑑定評価法上、
不動産のほか
動産等が対象
となる旨明記

登録者数
8,597名

＜2015年1月＞

不動産652名
（うち海外39名）

機械設備787名
（うち海外330名）
＜2016年７月＞

資産評価
約13,000名

（英国）

約30,000名
（世界全体）

＜2015年2月＞

MSISV576名
FSISV56名

＜2015年2月＞

MHKIS・FHKIS
6,092名

＜2014年12月＞

4,227名
＜2015年6月＞

※公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会の調査による



【１４】 農地等評価の現状
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不動産の鑑定評価に関する法律（鑑定評価法）の規定により、不動産の鑑定評価に農地等（農地等
以外のものにするための取引に係るものを除く）の取引価格の評価は含まないこととされている。

委員会審議の際の附帯決議

参議院
本法案における不動産鑑定士の評価業務の対象には、農地その他を除外しているが、わが国の
土地政策の綜合性より見て、将来その業務の対象を農地等に拡大して、その万全を期すべきで
ある。

衆議院
政府は、本法の施行に当っては、左の諸点について適切なる措置を講じ、その運用に遺憾なきを
期すべきである。

四、将来農地等を、この法律にいう不動産の鑑定評価の行為の対象に含まれるものとすること。

〇不動産の鑑定評価に関する法律（昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号）
（農地等に関する適用除外）

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
一 農地、採草放牧地又は森林の取引価格（農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く。）を評価するとき。

現在の制度

昭和３８年 不動産鑑定評価法 制定時昭和３８年 不動産鑑定評価法 制定時

価格の形成にあたっては、一般の不動産の場合のように自由な取引市場を前提
とした自由な価格の形成が行われがたく、また、農地を農地として取引する場合の
価格は総じて安定的であり、宅地価格のような高騰及び混乱はみられなかった。

当 時 の
考 え



【１５】 新たな分野における取組事例①既存住宅の流通促進

【住宅性能を適正な価格評価につなげる仕組み】

過去のリフォーム工事のデータ分析により築年数に応じたイン
スペクションのモデル化を行うとともに、住宅ファイル制度に基づ
き、リフォーム前後に不動産鑑定士による評価を実施し、価値の
整合性を図る。

【西武信用金庫と連携した新たな金融商品等の開発】

東京都下の実際の賃料データ（約91万件）の賃貸事例を分析することにより、
住宅の経済的残存耐用年数・融資期間の伸長を図り、西武信用金庫とともに、
①マンションの「リバースモーゲージ」、②戸建住宅の「リバースモーゲージ」、
③ 「リフォーム一体ローン」の開発・改良のほか、賃貸住宅の「住宅事業ロー
ン」の改良に取り組む。

備考：（公社）東京都不動産鑑定士協会、西武信用金庫等資料より国土交通省作成

【西武信用金庫と連携した新たな金融商品の開発実績（例）】

西武住宅ローン「リノベーションローン」（抜粋）〔平成26年7月発売〕

お使い
みち

■中古物件購入資金
■購入後のリノベーション資金および諸費用
■当商品をお借入れされた後、修繕が必要となった際の

リフォーム資金

対象となる
物件

中古物件で以下の要件を満たす物件が対象です。
(1) 個人の居住用物件とします。原則、新耐震基準に適

合した物件とします。
(2) 当金庫があっせんする建物検査会社と不動産鑑定士

により、建物評価が行える物件。
（建物評価鑑定費用は、お客様負担とさせていただきます。）

ご融資金額 １億円以内

ご融資期間 35年

東京都不動産鑑定士協会等による取組

【開発予定の金融商品・金融支援】

・ 従来、建物の担保評価は法定耐用年数に応じた評価であるが、
住宅ファイル制度に基づいた不動産鑑定士による担保評価を、
評価方法として加えることを検討する。

・ また、住み替えサイクルを促進するため、シニア世代の資金
ニーズに対応できる「リバースモーゲージ型住宅ローン」等の商
品開発を検討する。

・ 地方公共団体に対する各種ローン金利優遇については、対象と
なる団体を順次追加し、金利優遇幅の拡大等で支援していく。

備考：（公社）奈良県不動産鑑定士協会、近鉄不動産株式会社等資料より国土交通省作成

奈良県不動産鑑定士協会等による取組
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反映

反映

反映

‥ ‥ ‥ ‥ ‥

中 古 住 宅 の 質 的 価 値 の 維 持 ・ 向 上

反映
　一部充当

必要に応じて

前評価･後評価

前評価･後評価

計画見直し

第３回目 部分補修 前評価･後評価

反映

反映
　一部充当

　一部充当

積立開始 第１回目

住宅

ファイル

計画見直し

リフォーム

瑕疵保険

第２回目 部分補修

価値向上システムの流れ

部分補修

計画策定

必要に応じて

必要に応じて

リフォーム

積立金

定期ｲﾝｽ

ﾍﾟｸｼｮﾝ

維持保全

計画



【１６】 新たな分野における取組事例①既存住宅の流通促進

JAREA HAS （ジャリア ハス） の開発

JAREA HAS 2015 の特徴

（１）精度の高い再建築価格（再調達原価）の査定が可能

・(一財)建設物価調査会の再調達原価査定システム(JBCI)を
組み込み、建物性能やリフォーム等の状況を反映した精度
の高い再調達原価の査定が可能

・建物を基礎、躯体、屋根等１１部位に分けて、部位ごとに再
調達原価を把握

（２）新築時からの価値の減少額についてリフォームの影響も
反映させることが可能

・建物の部位ごとに、修繕が必要な部分、経年経過に伴う価
値の減少を反映させることが可能

・リフォームにより取替が行われた部位については、経過年
数に反映させ、適切な減価を把握することが可能

Ｊ Ａ Ｒ Ｅ Ａ Ｈ Ａ Ｓ 2 0 1 5 の ト ッ プ メ ニ ュ ー

○（公社）日本不動産鑑定士協会連合会においては、不動産鑑定士による戸建住宅評価の支援システムを開発。

※平成25年９月に構築したものを、「既存戸建住宅の評価に関する留意点」（平成27年７月国土交通省）を踏まえて改修

Japan Association of Real Estate Appraisers house appraisal systemの略称

備考：（公社）日本不動産鑑定士協会連合会資料より国土交通省作成 16

日本不動産鑑定士協会連合会による取組

JAREA HAS とは



【１７】 新たな分野における取組事例②空き家の相談窓口

一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会 ※
公益社団法人 全日本不動産協会 兵庫県本部 ※
一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会 ※
公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会 ※
兵庫県弁護士会
兵庫県司法書士会
兵庫県土地家屋調査士会

（※旧「兵庫既存住宅活性協議会」の構成団体）

構成団体

相 談 者

空き家の総合相談窓口（無料）
（公社）兵庫県不動産鑑定士協会

物件調査
鑑定評価

売買・賃貸
管理代行

建物調査
診断・改修

取り壊し

法律相談
裁判手続等代理

権利登記

表題登記
境界問題

不動産鑑定士

宅地建物取引業者

建築士事務所

解体業者

弁護士

司法書士

土地家屋調査士

相談内容に応じた連絡紹介の流れ

空き家所有者本人及び
その家族等からの相談件数

空き家利用希望者
からの相談件数

合計

実績
（H28.2.26時点）

１６６件 １７件 １８３件

過去の相談実績
（※旧「兵庫既存住宅活性協議会」における実績）

県内A市在住の40代女性・相続予定者 空き家所在地は県
内A市（インターネットを見ての問合せ）

相談内容

○実家が田舎にあり、所有者は父親で、
今は高齢者施設に入居している。

○築40年ぐらいの木造２階建住宅。
○中は物でいっぱいである。
○今後実家を使うつもりはない。

相談員からの
アドバイス

修繕するにしても、解体するにしても、売
却価格を知る必要があると回答し、不動
産会社のリストを送付。

結果
不動産会社と相談の上、まず残置物を処
分・売却し、物件を売却。

具体的な相談事例

○現状の把握
○権利関係の整理
○解決策の検討
○優先順位の検討

紹
介

相談

備考：（公社）兵庫県不動産鑑定士協会等資料より国土交通省作成

※旧「兵庫既存住宅活性協議会」（平成24年７月設立、平成28年３月解散）の空き家相談事業を承継し、「ひょうご空き家対策フォーラム」を平成28年11月に設立。

ひょうご空き家の相談窓口ひょうご空き家の相談窓口

17

兵庫県不動産鑑定士協会等による取組



【１８】 不動産鑑定士の業務領域 相談等業務（法第３条第２項業務）

18

○ 相談等業務を実施している不動産鑑定業者の割合は、７割程度（２，３２８業者）であるが、
「市場調査・需要予測等の調査」業務を実施している不動産鑑定業者の割合は２割に満たず（４６２業者）、
「不動産の利活用の調査」業務を実施している不動産鑑定業者の割合は１割に満たない（２０６業者）。

不動産鑑定業者の実績の有無による割合
（法第３条第２項業務） （平成28年）

備考：平成28年不動産鑑定業者事業実績報告（国土交通省）

44.3%

(1,423 )

14.4%

(462 )

6.4%

(206 )

13.6%

(438 )

40.6%

(1,305 )

20.9%

(670 )

72.5%

(2,328 )

55.7%
(1,788 )

85.6%
(2,749 )

93.6%
(3,005 )

86.4%
(2,773 )

59.4%
(1,906 )

79.1%
(2,541 )

27.5%
(883 )

課税の変動率等の調査

市場調査・需要予測等の調査

不動産の利活用の調査

事業に伴う補償等の調査

固定資産の時点修正率等の調査

そ の 他

３条２項業務合計

実績あり 実績なし
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不動産鑑定評価業務

（法第３条第１項業務）

相談等業務

（法第３条第２項業務）

【１９】 相談等業務（法第３条第２項業務）への依頼者・利用者からのニーズ

○ 不動産の価格の提示に加えて、専門性を活かした関連業務（相談等業務）を求めるニーズがある一方で、近年、
相談等業務（法第３条第２項業務）は横ばい傾向にある。

備考：平成28年不動産鑑定業者事業実績報告（国土交通省）
固定資産税評価を含み、平成23年、26年には固定資産の評価替えが

行われている。
ここでは、不動産鑑定評価業務に、地価公示・都道府県地価調査、鑑定

人等としての業務（裁判所等の指定に基づいて行う業務）を含めている。

備考：「依頼者・利用者向けアンケート」（Ｑ６）（国土交通省）
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N=1,560 【複数回答】



26.9%

4.6%
4.0%

27.6%

27.1%

9.7%

知事登録業者（東京都を除く）

平成２８年
６６億円

（２，４５４業者）

国・独法・地方公共団体等

金融機関

不動産関連事業法人等

その他民間法人

個人

【２０】 不動産鑑定士の業務領域 相談等業務（法第３条第２項業務）

○ 国・地方公共団体等からの依頼については、課税関係・補償関係等が主であり、不動産の利活用の調査は、
東京都を除くと報酬額ベースで１割に満たない。

備考：平成28年不動産鑑定業者事業実績報告（国土交通省）
20

16.1%

6.7%

5.3%

10.9%

43.0%

18.0%

国土交通大臣登録業者

平成２８年
９０億円

（８１業者）

3.0%

20.2%

26.5%

0.8%

28.3%

21.2%

東京都知事登録業者

平成２８年
２４億円

（６７６業者）

報酬額の依頼目的別割合
（平成28年）

課税の変動率等の調査

市場調査・需要予測等の調査

不動産の利活用の調査

事業に伴う補償等の調査

固定資産の時点修正率等の調査

その他

26.9%

48.1%

7.2%

16.4%
1.5%

国土交通大臣登録業者

平成２８年
９０億円

（８１業者）

8.2%

31.4%

27.8%

28.3%

4.3%

東京都知事登録業者

平成２８年
２４億円

（６７６業者）

76.7%

10.3%

1.4%
9.7%2.0%

知事登録業者（東京都を除く）

平成２８年
６６億円

（２，４５４業者）

報酬額の依頼先別割合
（平成28年）



【２１】 鑑定評価における先進的な取組について

○ 依頼者・利用者向けアンケートにおいては、「市街化調整区域など取引事例の少ない地域での評価」「需要の乏し
い未利用公有地の評価」などの精緻化を求める回答が多く得られた。

○ 日本不動産鑑定士協会連合会においては、これまで既存戸建住宅やヘルスケア施設等の評価について 研究を
行っており、現在は動産や農地の評価等について研究を行っている。

○ 今後も、環境・社会配慮を踏まえた評価（ESG投資への対応）をはじめ、更なる鑑定評価の高度化・精緻化を求め
られることが想定され、引き続き、最先端の理論・技術の研究等を行っていくことが必要である。

先進的な取組例 （日本不動産鑑定士協会連合会）
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精緻化を求める事項
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不動産鑑定評価において精緻化を求めたい事項

として有効と思われる内容

「高齢者住宅・施設、病院の不動産鑑定評価（改訂版）」
【研究報告】＜平成27年8月＞
⇒ 平成28年7月～ 「高齢者住宅・施設、病院の不動産鑑定
評価に係る研修」を実施

「既存戸建住宅の評価に関する留意点にかかる研究報告」
＜平成27年7月＞
⇒ 平成27年9月～ 「既存戸建住宅の原価法適用に係る基礎
研修を実施」

「動産の評価に関する研究報告（案）」
＜平成29年3月を目途にとりまとめを予定＞
⇒ 平成29年4月～ 同研修を実施予定

「農地の鑑定評価に関する実務指針（案）」
＜平成29年3月を目途にとりまとめ予定＞
⇒ 平成29年4月～ 同研修を実施予定

備考：「依頼者・利用者向けアンケート」（Ｑ６付問③）（国土交通省）より 備考：（公社）日本不動産鑑定士協会連合会より
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【２２】 依頼者・利用者からの利便性向上に関するニーズ
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N=1,560 【複数回答】

N=1,560 【複数回答】N=1,560 【複数回答】

N=1,560 【複数回答】

備考：依頼者・利用者向けアンケート（Q4③,Q5,Q6,Q6②）（国土交通省）

○「実績のほかに、専門性・信頼性を判断する材料がない」などの回答が多い。
○「鑑定業者によって鑑定評価書の様式にばらつきがあり、分かりにくい」などの回答が多い。
○「組織・審査体制が不明確」「依頼者からのプレッシャーに対する対応が不十分」などの回答が多い。

不動産鑑定業者についての課題 鑑定評価書の記載について課題

情報開示として有効と思われる内容依頼者・利用者の利便性向上に資する取組



【２３】 不動産鑑定業者・不動産鑑定士における検索システム

23

○国土交通省では、不動産鑑定業者の事務所の所在地、名称などの基本情報のほか、事業実績の概要を公開している。

○日本不動産鑑定士協会連合会では、会員不動産鑑定士の氏名、勤務先名、研修受講履歴などの情報を公開している。

日本不動産鑑定士協会連合会国土交通省

※公表資料等を基に国土交通省において作成

【基本情報】
大臣・都道府県知事区分、登録番号、不動産鑑定業者の名称又は商号、本支店区分、事務所番号、代
表者役職、代表者氏名、事務所名称、初回登録年月日、専任の不動産鑑定士、事務所の所在地、電話
番号、従事する不動産鑑定士等の数・基準日、不動産鑑定評価業以外の業務、業務提携・共同等業者、
公的土地評価等の業務、基本情報年月日、実績報告期間

【事業実績の報告】
１．不動産の鑑定評価

（１）依頼目的別
売買、担保、補償、証券化、財務諸表、資産評価、その他、賃料

（２）依頼先別
国・独立行政法人等、地方公共団体等、金融機関、不動産関連事業法人等、その他民間法人、個人

２．不動産鑑定評価の隣接・周辺業務
（１）依頼目的別

市場調査・需要予測等の調査、不動産の利活用の調査、事業に伴う補償等の調査、固定資産の時点
修正率等の調査、その他
（２）依頼先別

国・独立行政法人等地方公共団体等、金融機関、不動産関連事業法人等、その他民間法人、個人

日本不動産鑑定士協会連合会HPより国土交通省HPより



【２４】 不動産鑑定業者のホームページ

○Ａ社では、所属する不動産鑑定士の学歴、代表者の職歴、著書・論文、賞罰などの情報を公開している。
○Ｂ社では、評価等の実績や所属する資格者の種類・人数などの情報を公開している。
○Ｃ社では、専門チームごとに不動産鑑定士等１～２名の顔写真、インタビューなどの情報を公開している。

Ａ社

※公表資料等を基に国土交通省において作成
（画像については一部加工）

Ｃ社Ｂ社

24



【２５】 他資格における検索システム

25

日本弁護士連合会（ひまわりサーチ） RICS（Royal Institution of Chartered Surveyors）

○ 日本弁護士連合会では、氏名、事務所名などの基本情報を公開（「弁護士情報検索」）しているほか、各弁護士の自己申告
に基づき、学歴、法曹以外の資格、重点取扱業務などの任意情報も公開（「ひまわりサーチ」）している。

○ RICS（英国）では、氏名、登録番号などの基本情報のほか、事務所名、学歴、得意分野などの任意情報も公開している。

日本弁護士連合会HPより RICS HPより

※公表資料等を基に国土交通省において作成
（画像については一部加工）



【２６】 他資格の検索システムとの比較

○ 他資格においては、資格者の得意分野・取扱分野などの任意情報を公開している団体もある。

不動産鑑定士 弁護士 公認会計士 税理士 弁理士 建築士 AI（米国） RICS（英国）

協会加盟の義務 × ○ ○ ○ ○ × × ×

システム名 会員検索
弁護士

情報検索
ひまわりサーチ
（任意登録制）

公認会計士等
検索システム

税理士情報
検索サイト

弁理士ナビ
専攻建築士

検索システム

Find an 
Appraiser

Find a 
Member

システム
運営主体

日本不動産
鑑定士協会

連合会

日本弁護士
連合会

日本弁護士
連合会・
弁護士会

日本公認
会計士協会

日本税理士会
連合会

日本弁理士会
日本建築士会

連合会

Appraisal
Institute

Royal 
Institution

of  Chartered 
Surveyors

氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生年月日 × × ●（生年のみ） × ●（生年のみ） × × × ×

登録番号 × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

登録年月日 × × ● × ○ ○ × × ○

所属協会 × ○ ○ × ○ × × × ●

事務所名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

事務所所在地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

出身地 × × ● × × × × ● ×

性別 × ○ ○ × ● × × × ×

得意分野
取扱分野

× ×
●取扱業務、
重点取扱業務

×
●主要取扱業種、

主要取扱業務
●専門分野、

技術分野
○専攻領域、

専門分野
● ●

他に保有する
資格

× × ● × × ● × × ×

学歴 × × ● × × ● × × ●

研修受講
履歴

○ × ● ×

×
(平成30年4月から
基礎情報として

公開予定)

○ × × ×

その他
●民事法律

扶助の取扱
の有無等

●訴訟経験等
●建築業務に
対する考え方

凡例：○必須登録事項（基礎情報）、●任意登録事項（任意情報）

26

※公表資料等を基に国土交通省において作成



【２７】 鑑定評価書等の様式の例

○国土交通省では、証券化対象不動産の鑑定評価において、エンジニアリング・レポートの内容を鑑定評価に活用する際や、
DCF法を適用する際の様式の例を不動産鑑定評価基準に規定している。

○日本不動産鑑定士協会連合会では、鑑定評価書のひな形を作成し、記載例としてホームページで公開している。

日本不動産鑑定士協会連合会HPより

鑑定評価書の様式の例

27

エンジニアリング・レポート活用、DCF法適用時の様式の例

Ⅰ．鑑定評価額 

 金**,*００,０００円 

 

当該鑑定評価額は、後記Ⅲ２記載の条件を前提とするものです。 

Ⅱ．対象不動産の表示 

所 在 及 び 地 番 地 目 評価数量 

東京都○○区○○町○丁目１番 14 宅 地 実測 000.00 ㎡ 

Ⅲ．鑑定評価の基本的事項 

１．対象不動産の種別及び類型 

(1) 種 別 

住宅地 

(2) 類 型 

更地 

２．鑑定評価の条件 

(1) 対象確定条件 

対象不動産の現状を所与として鑑定評価を行う。 

(2) 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件 

な い 

(3) 調査範囲等条件 

な い 

・鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる（又

は異なる可能性がある）条件を設定した場合は記載必要。 
発行番号 ○○第○○○○号 

発行日付 平成○年○月○日 

 

 

 

 

 

不 動 産 鑑 定 評 価 書 
 

 

 

（依頼者） 

株式会社○○○○ 様 

（依頼者以外の提出先） 

株式会社△△△△ 様 

 

 

 

東京都○○区○○町○丁目○番○号 

株式会社○○不動産鑑定事務所 

代表取締役  ○○ ○○ 

 

総括不動産鑑定士 ○○ ○○ 印 

不動産鑑定士 ○○ ○○ 印 

 

〔提携：株式会社△△不動産鑑定事務所〕 

不動産鑑定士 ○○ ○○ 印 

 
本件鑑定評価に当たっては、自己又は関係人の利害の有無その他いかなる理由にかかわらず、

公正妥当な態度を保持し、専門職業家としての良心に従い、誠実に不動産の鑑定評価を行った。 

 

依頼者以外へ提出する

場合のみ記載。本文の中

に「提出先」として記載

してもよい。 

・基準に則った鑑定評価の場合は省略不

可。 

提携先であっても、鑑定評

価の主たる部分に関与（単

なる支援は除く。）した場合

には、業者名を記載すると

ともに関与した不動産鑑定

士が署名押印する。 

不動産鑑定評価基準（国土交通省）より

備考：エンジニアリング・レポート ： 建築物、設備等及び環境に関する専門的知識を有する者が行った証券化対象不動産の状況に関する調査報告書

DCF法 ： 連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価格に割り引き、それぞれを合計する方法 ※公表資料等を基に国土交通省において作成



（第二面）

Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
１ 登記記録に記録された事項

所有権に関する事項 所有権以外の権利に
（権利部（甲区）） 関する事項（権利部

所有権に係る権利に （乙区））
関する事項

土 名義人 氏 名

地 住 所

建 名義人 氏 名

物 住 所

２ 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
（１）都市計画法・建築基準法に基づく制限

１ 区 域 の 別 制 限 の 概 要

都 市 街 化 区 域
市 市街化調整区域
計 非 線 引 区 域
画 準都市計画区域
法 そ の 他

イ 用 途 地 域 名 制 限 の 内 容

２

建
ロ 地域・地区・街区名等 制 限 の 内 容

築

基

準 ハ 建築面積の限度 （敷地面積 ㎡－ ㎡）× ＝ ㎡
（建ぺい率制限）

法 ニ 延建築面積の限度 （敷地面積 ㎡－ ㎡）× ＝ ㎡
（容積率制限）

ホ 敷地等と道路との関係

ヘ 私道の変更又は廃止の
制限

ト そ の 他 の 制 限

【２８】 他資格における重要な事項に関する説明
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宅地建物取引業 建築士事務所
国土交通省HPより 日本建築士事務所協会連合会HPより

重 要 事 項 説 明 書
（売買・交換）

（第一面）

年 月 日

殿

下記の不動産について、宅地建物取引業法（以下「法」という。）第35条の規定に基づき、次の
とおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお願いします。

商号又は名称
代表者の氏名 印
主たる事務所
免 許 証 番 号
免 許 年 月 日

氏 名 印

説 明 を す る 登 録 番 号 （ ）
宅 地 建 物 取 引 士

業務に従事
する事務所 電話番号（ ） －

取 引 の 態 様 売買 ・ 交換
（法第34条第２項） 当事者 ・ 代理 ・ 媒介

土 所 在 地

登 記 簿 の 面 登記簿面積 ㎡
地

地 目 積 実 測 面 積 ㎡

所 在 地
建

家 屋 番 号 １階 ㎡
物 床面積 計 ㎡

種類及び構造 ２階 ㎡

売主の住所・氏名

○ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき、宅地若しくは建物の売買等の相手方等に対し
て、その者が取得しようとしている宅地又は建物に関し、その売買等の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引
士をして、重要な事項について記載した書面を交付して説明させなければならないこととされている。

○ 建築士事務所の開設者は、建築士法第24条の７の規定に基づき、設計受託契約等を建築主と締結しようとすると
きは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、設計受託契約等の内容及びその履行に関する重要な
事項について記載した書面を交付して説明させなければならないこととされている。

※公表資料等を基に国土交通省において作成



【２９】 他資格における依頼者向けの解説

○他資格においては、「依頼する場合のポイント」や「よくある質問」などを公表している団体もある。

弁理士に依頼する場合のポイント（日本弁理士会）
日本弁理士会HPより

29
※公表資料等を基に国土交通省において作成



【不動産鑑定士に対する行政処分】
関与した４名の不動産鑑定士に対し懲戒処分を実施

（処分の内容）
・業務禁止 １名：３ヶ月
・戒 告 ３名

（処分の理由）
・重要な評価条件を鑑定評価書に記載しないことに加え、ドラフトとして鑑定評価額を依頼者に示した後、依頼者からの
要請に応じて、合理的な理由なく鑑定評価の内容を大幅に変更するなど、不当な評価を行った。
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○ 鑑定評価として適切でない評価条件に基づく鑑定評価を依頼者から求められ、ドラフトとして鑑定評価額等を依頼
者に提示した後に、合理的な理由なく鑑定評価の内容を大幅に変更するなど、不当な鑑定評価が行われた事案が
ある。

不当な鑑定評価

不
動
産
鑑
定
業
者

依

頼

者

不当な鑑定評価の依頼
（依頼者プレッシャー）

２．以下の点について、貴協会において適切な措置をとられたい。
（２）いわゆる「依頼者プレッシャー」への対策を講じること。

【３０】 依頼者からの不当な要請がなされた事案

鑑定評価等業務の適正な実施の確保について徹底を図るため、社団法人日本不動産鑑定協会（当時）へ通知を発出

依頼者からの要請に応じて、宿泊施設の売却に関連し、不動産鑑定士による不適切な鑑定評価がなされたもの。

事案 （平成23年8月）

（『鑑定評価等業務の適性な実施の確保について』（平成23年８月26日付け国土鑑第14号））＜抜粋＞

１．以下の点について、貴協会会員等に周知、徹底されたい。

（３）鑑定評価として適切でない評価条件に基づく鑑定評価を依頼者から求められたときは、評価条件の変更等を
依頼者に申し入れること。それでも理解が得られない場合は、依頼を謝絶すること。



【３１】 依頼者プレッシャーの発生を未然に抑止するための取組

○ 日本不動産鑑定士協会連合会において、依頼者プレッシャーの発生を未然に抑止するための対応策として、
「依頼者プレッシャー通報制度」を実施している。

鑑定業者又は不動産鑑定士（関与したかどうかを問わない）から、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会への通報を義務化し、
同会において審議のうえ、依頼者や監督官庁等にその旨を通知・通報する制度

依頼者プレッシャー通報制度とは

項目 具体例

評価内容に
関する事項

・一定の不動産鑑定評価額の要請や誘導（※）

・妥当性を欠く評価条件の設定

評価業務に
関する事項

・評価内容に影響を与える低廉報酬に関するプレッシャー
・著しく短期間での評価スケジュール

依頼者プレッシャーの定義

（※）ここでいう「誘導」とは、依頼後において鑑定評価等の依頼の取り消し、報酬の増減
額、今後の取引停止等をほのめかす言動等により依頼者が意図する最終結果に近づか
せるための行為をいい、一定の強要性が必要となるものである。

会員の通報・調査請求義務と年１度の報告義務

依頼者から不当な働きかけを受けた場合

不動産鑑定業者又は不動産鑑定士

速やかに、資料を添えて鑑定協会に通報・調査請求しなければならない。

ただし、緊急性がないと判断し、速やかに通報・調査請求しなかった場合でも、鑑定業者は
年に１度の「依頼者プレッシャーに関する調査」において報告を行わなければならない。
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依頼者プレッシャー通報制度の流れ

日本不動産鑑定士協会連合会HPより

【⑴ 不当な働きかけについて】

ａ.自ら実施した又は実施しようとしている評価案件において、評価内容に関する不当な働きかけを
依頼者から受けた場合

ｂ.他者が実施した又は実施しようとしている評価案件において、評価内容に関する不当な働きかけ

を依頼者から受けている可能性がある又は今後受けるおそれがある案件を確認した場合

※ 不当な働きかけとは、依頼者プレッシャーと同義で、依頼者が行う、一定の鑑定評価額等の

強要・誘導や妥当性を欠く評価条件の設定の強要等をいう。

【⑵ 依頼者プレッシャーに関する通報手続きの内容】
通報・調査請求・年1回の調査票の提出

日本不動産鑑定協会

（現に起きつつある場合）

（既に起きた場合）

【⑸ 依頼者プレッシャーが確認された場合の対応】
・ 日本不動産鑑定士協会連合会（鑑定評価監視委員会）による依頼者の代表者等への最終調査結果の通知
・ 不当な評価を行った鑑定士の処分（懲戒請求・措置要求）
・ 依頼者の監督官庁（依頼者が公的機関の場合にはその上位機関）への通知
・ 企業名、団体名の公表その他の措置

【⑶ 緊急を要する場合の日本不動産鑑
定士協会連合会による依頼者への通知】

鑑定業者・鑑定士（相互）

日本不動産鑑定士協会連合会 都道府県不動産鑑定士協会

関与鑑定士、関与鑑定業者、
通報者からの事情聴取

鑑定評価監視委員会は依頼目的等を考慮し、
依頼者プレッシャーに対して緊急対応（依頼者への通知）が
必要かどうかを判断

【⑷ 事実関係の調査及び公表に向けた必要諸手続きの実施】
① 関与鑑定士、関与鑑定業者からの事情聴取

② 依頼者に対する事実確認のお尋ね
③ 不当性が疑われる評価内容に関する調査
④ 鑑定評価監視委員会による審議

民間企業の代表者又は公共機関の長宛て
に次の内容を通知
・ 依頼者プレッシャーの存在についての
会員からの調査請求があった旨

・ 「事実確認のお尋ね」の文書送達（民間）

又は情報公開制度に基づく開示請求
（公共）を実施する旨

日本不動産鑑定士協会連合会事務局より

※公表資料等を基に国土交通省において作成



【３２】 相談業務・苦情解決に関する取組
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不動産鑑定相談所（無料相談会の実施） 建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項

写真：日本不動産鑑定士協会連合会事務局より

日本建築士事務所協会連合会HPより

○ 日本不動産鑑定士協会連合会等においては、各地に「不動産鑑定相談所」を設置し、定例の「無料相談会」を行っ
ている。

○ 都道府県の建築士事務所協会は、建築士法第２７条の５の規定に基づき、建築主その他の関係者からの 建築士
事務所が行った業務に関する苦情について相談業務を行っている。
（苦情相談の申込みに当たっては、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」についての理解を求めている。）

JR新宿駅西口イベントコーナー（東京）

・会場数：196会場（47都道府県）

・相談人数：1,686人

・相談員（延人数）：928人

・相談内容：「価格について」が最も多く、
次いで「税務について」の相談が多かった。

『鑑定のひろば（No.197）』 JAREA 会報誌より

平成28年10月 土地月間 無料相談会

大丸福岡天神店（福岡）

※公表資料等を基に国土交通省において作成
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【３３】 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士

○ 不動産鑑定業に従事する不動産鑑定士の割合は約56％程度である。

・不動産鑑定士等の登録者数 9,532名（不動産鑑定士 8,268名、不動産鑑定士補 1,275名）

・不動産鑑定業に従事する者 4,684名（不動産鑑定士 4,648名、不動産鑑定士補 40名）

不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士

備考 ： 不動産鑑定士名簿及び平成28年事業実績報告より作成（平成29年1月1日現在）
不動産鑑定士補は含まない。
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【３４】 不動産鑑定士試験の現状① （受験者数と合格者数）
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○ 平成18年以降、受験者数は急減しており、平成28年度は平成18年度と比べて約１／３になっている。

受験者数と合格者数の推移
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※受験者数についてはS62～H17までが旧２次試験、H18～H28が短答式試験
※合格者数についてはS62～H17までが旧２次試験、H18～H28が論文式試験
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【３５】 不動産鑑定士試験の現状② （申込者数と年齢別割合）
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※棒グラフは申込者数（左目盛り）、折れ線グラフはその割合（右目盛り）

○ 平成18年からの推移をみると、20代・30代の若年層の申込者数が大幅に減少し、割合も低下している。

申込者数と年齢別割合の推移
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【３６】 不動産鑑定士の特性 ①年齢構成、現在の勤務先の業種

年齢構成 現在の勤務先の業種
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備考 ： 不動産鑑定士名簿登録者（平成２９年1月1日現在）より作成 備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成
回答者数（5,839名）のうち「無職」の回答者を除いた5,202名で集計。
回答件数は、複数業種を回答した834名の回答（957件）を含む6,159件

【複数回答】

○ 不動産鑑定士の年齢構成は、40～49歳が３割弱を占めて最も多いが、60歳以上が４割超を占める。

○ 現在の勤務先の業種は、不動産鑑定業（約64％）が最も多いが、不動産業（約14％）、金融関係（約8%）、専門サー
ビス業（約5％）などの業種にも勤務している。
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60～69歳
19.8%

70～79歳
13.6%

80～89歳
8.3%

90歳～
2.1%



【３７】 不動産鑑定士の特性 ②最近１０年の登録状況
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最近１０年の登録者の特性 （年齢層別、男女別構成）

備考 ： 不動産鑑定士名簿登録者（各年１月１日現在の年齢として計算）より作成

○ 近年の不動産鑑定士への登録者は、30代が５割程度を占めるが、20代以下は２割弱に留まる。

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

210人 436人 342人 209人 241人 196人 159人 134人 134人 102人

～29歳 25.7% 17.0% 17.3% 15.8% 15.8% 13.3% 17.6% 17.9% 16.4% 16.7%

30～39歳 57.6% 62.2% 50.6% 61.2% 50.2% 45.9% 49.7% 47.8% 44.8% 52.0%

40～49歳 13.8% 16.5% 22.8% 13.4% 22.0% 29.1% 22.6% 21.6% 23.9% 18.6%

50～59歳 2.4% 3.4% 6.4% 7.2% 7.1% 7.7% 7.5% 9.0% 10.4% 10.8%

60～69歳 0.0% 0.7% 2.6% 1.9% 4.1% 3.6% 2.5% 3.0% 4.5% 2.0%

70～79歳 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 0.4% 0.5% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0%

80～89歳 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

90歳～ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

男性 91.4% 87.8% 90.6% 89.5% 89.6% 92.9% 92.5% 87.3% 90.3% 85.3%

女性 8.6% 12.2% 9.4% 10.5% 10.4% 7.1% 7.5% 12.7% 9.7% 14.7%

登録者数

年齢層別
構成比

男女別
構成比

登録年



高校入学以前
3.1%

高校生のとき
2.7%

大学生、

大学院生のとき
36.4%

就職後
55.0%

その他 1.1%

無回答 1.8%

【３８】 不動産鑑定士への登録まで ①不動産鑑定士の認知時期等

資格を知った時期
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備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成

目指した時期 （資格を知った時期別）

備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成

○ 資格を知った時期は、「就職後」（約55％）が最も多く、次いで「大学生、大学院生のとき」（約36％）が多い。

○ 「大学生、大学院生のとき」までに資格を知った場合、「学生時代」に目指した割合が６割程度を占め、「就職後
５年以内」に目指した割合と合わせると８割を超える。

（資格を
知った時期）

（不動産鑑定士を目指した時期）

（3.1%）

（2.7%）

（36.4%）

（55.0%）

（1.1%）

（1.8%）

55.2%

61.4%

57.0%

8.1%

27.1%

23.4%

30.8%

39.7%

14.5%

12.7%

8.9%

7.4%

30.3%

14.5%

21.6%

19.4%

5.5%

35.5%

98.1%

高校入学以前

高校生のとき

大学生、

大学院生のとき

就職後

その他

無回答

学生時代 就職後５年以内 就職後５～10年以内

就職後10～20年以内 就職後20年以降 退職後

無回答



4.7%

25.0%

9.7%

21.6%

19.3%

3.9%

7.6%

2.5%

4.7%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

不動産鑑定士に憧れていたから

不動産に関心があったから

勤務先から勧められたから

キャリアアップに役立つと思ったから

高難易度資格を取得したかったから

司法試験や公認会計士試験等の

他資格の勉強が活かせると思った…

高所得のイメージがあったから

家族や親戚に

不動産鑑定士がいるから

その他

無回答

5.0%

6.0%

5.1%

5.0%

25.5%

21.9%

26.5%

27.5%

25.3%

21.0%

26.1%

15.3%

25.6%

23.4%

24.6%

7.8%

5.9%

7.8%

11.2%

24.8%

11.8%

14.8%

8.1%

11.9%

13.7%

21.1%

16.3%

19.8%

23.4%

23.8%

24.8%

26.9%

30.1%

21.5%

27.1%

27.8%

23.5%

26.2%

5.4%

21.1%

20.1%

16.9%

13.2%

19.9%

18.0%

16.1%

20.3%

19.8%

16.0%

15.3%

13.1%

11.9%

9.3%

7.8%

7.3%

6.1%

5.6%

5.3%

6.0%

5.6%

7.8%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不動産鑑定業

建設業、

土木建築サービス業

不動産業

信託銀行

金融商品取引業、

商品先物取引業

金融業、保険業

専門サービス業

教育、学習支援業

公務

無職

その他の業種

無回答

不動産鑑定士に憧れていたから 不動産に関心があったから 勤務先から勧められたから

キャリアアップに役立つと思ったから 高難易度資格を取得したかったから 司法試験や公認会計士試験等の

他資格の勉強が活かせると思ったから
高所得のイメージがあったから 家族や親戚に不動産鑑定士がいるから その他

【３９】 不動産鑑定士への登録まで ②不動産鑑定士を目指した動機

目指した動機 （現在の勤務先の業種別）目指した動機
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【複数回答】 【複数回答】

備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成
回答件数は、複数業種または複数の動機を回答した 3,540名の回答を含む 12,693件

備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成

（現在の勤務先
業種）

○ 不動産鑑定士を目指した動機は、「不動産に関心があったから」（約25%）が最も多く、次いで「キャリアアップに役立
つと思ったから」（約22％）、「高難易度資格を取得したかったから」（約19%）が多い。

○ 勤務先業種別の目指した動機は、「不動産に関心があったから」は業種による差が大きくないのに対し、 「勤務先
から勧められたから」は信託銀行（約25%）で特に高い。
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【４０】 不動産鑑定士への登録まで ③不動産鑑定士を目指した動機（登録年別）

目指した動機 （登録年別）

【複数回答】

備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成

○ 不動産鑑定士を目指した動機について、近年の登録者では、「キャリアアップに役立つと思ったから」 、「高難易度
資格を取得したかったから」 、「高所得のイメージがあったから」の割合が上昇しているのに対し、「勤務先から勧め
られたから」の割合は低下している。

登録年 ～1975年 1976～1985年 1986～1995年 1996～2005年 2006年～
回答数 1,384 1,897 1,618 2,595 3,229

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

～1975年 1976～1985年 1986～1995年 1996～2005年 2006年～ （登録年）

不動産鑑定士に憧れていたから

不動産に関心があったから

勤務先から勧められたから

キャリアアップに役立つと思ったから

高難易度資格を取得したかったから

司法試験や公認会計士試験等の

他資格の勉強が活かせると思ったから

高所得のイメージがあったから

家族や親戚に

不動産鑑定士がいるから

その他

無回答



１回目
16%

２回目
22%

３回目
22%

４回目
13%

５回目以上
27%

1回目 22人

2回目 30人

3回目 30人

4回目 18人

5回目以上 36人

１回目
73%

２回目
24%

３回目
3%

1回目 100人

2回目 32人

3回目 4人

備考 ： 平成27年１月に実務修習生188名を対象に行ったアンケート調査結果（有効回答数136名（72％））による。
短答式試験・論文式試験のそれぞれについて「何回目で合格したか」との質問に対する回答であり、短答式試験については最終合格までの受験回数

とは必ずしも一致しない。
本アンケートは実務修習生（不動産鑑定士試験合格者）を対象としており、同試験不合格者は回答者に含まない。

【４１】 不動産鑑定士への登録まで ④合格までの受験回数
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「短答式」試験合格までの回数 「論文式」試験合格までの回数

○ 現行の不動産鑑定士試験においては、特に論文式試験について合格までに要する期間が長期化している。

○ 税理士試験や公認会計士試験においては、過去に一定以上の得点を得た科目について受験を免除する、
いわゆる科目別合格制が導入されている。



【４２】 不動産鑑定士への登録後 ①鑑定評価業務への従事

過去及び将来の業務への従事
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【複数回答】

備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成

○ 「建設業、土木建築サービス業」、「不動産業」、「専門サービス業」、「教育・学習支援業」に勤務する不動産鑑定士
においては、過去の不動産鑑定評価業務に従事した割合が８割を超える。

○ 不動産鑑定評価業務に従事したことのない割合は、 「信託銀行」 、「金融業、保険業」に勤務する不動産鑑定士に
おいて３割程度を占め、「公務（官公庁等）」においては５割を超える。

不動産鑑定業 3,935 人

建設業、

土木建築サービス業
161 人

不動産業 846 人

信託銀行 178 人

金融商品取引業、

商品先物取引業
146 人

金融業、保険業 187 人

専門サービス業 311 人

教育、学習支援業 29 人

公務 100 人

無職 637 人

その他の業種 147 人

無回答 119 人

（参考）　現在の勤務先の業種の回答状況

98.9%

88.2%

86.2%

70.2%

75.3%

66.3%

88.7%

82.8%

45.0%

90.4%

78.2%

96.6%

72.7%

66.5%

52.8%

39.0%

55.1%

70.4%

65.5%

42.0%

41.5%

29.8%

24.7%

33.7%

55.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はい いいえ 無回答

はい いいえ 無回答

不動産鑑定業

建設業、

土木建築サービス業

不動産業

信託銀行

金融商品取引業、

商品先物取引業

金融業、保険業

専門サービス業

教育、学習支援業

公務

無職

その他の業種

無回答

（上段）不動産鑑定士となった後、不動産の鑑定評価業務に

一定期間継続的に従事されたことはありますか

（下段）今後、鑑定評価業務に従事する予定はありますか



不動産鑑定部門
55.4%

経営層・役員クラス
2.7%

不動産

事業部門
12.5%

投資・資産運用部門

6.8%

調査・研究・

コンサル

ティング部門, 
12.5%

その他

5.6%

無回答

4.5%

【４３】 不動産鑑定士への登録後 ②資格を活かすことができた部門等

活かすことができた部門等 （現在の勤務先の業種別）活かすことができた部門等
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【複数回答】【複数回答】

備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成
回答件数は、複数部門を回答した1,268名の回答（1,675件）を含む 7,514件

備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果より作成
回答件数は、複数業種または複数部門を回答した1,796名の回答を含む 8,977件

○ 資格を活かすことが出来た部門としては、不動産鑑定部門（約55％）が最も多く、次いで調査・研究・コンサルティ
ング部門（約13%）、不動産事業部門（約12%）が多い。

○ 業種別には、信託銀行では不動産事業部門（約38％）、金融商品取引業、商品先物取引業では投資・資産運用部
門（約37％）において、資格を活かすことができた割合が特に高い。

66.3%

43.1%

38.9%

31.0%

30.2%

32.1%

44.5%

40.8%

22.9%

46.7%

34.8%

11.5%

5.2%

8.2%

5.8%

9.7%

8.0%

17.7%

24.9%

37.7%

14.4%

12.5%

7.6%

12.2%

19.3%

18.8%

21.7%

8.1%

11.9%

11.3%

37.4%

20.8%

8.2%

10.0%

5.8%

5.3%

12.1%

20.2%

14.9%

10.0%

11.3%

12.8%

21.1%

18.4%

15.0%

13.7%

15.9%

7.1%

17.7%

16.0%

8.2%

25.7%

6.1%

9.2%

82.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

不動産鑑定業

建設業、

土木建築サービス業

不動産業

信託銀行

金融商品取引業、

商品先物取引業

金融業、保険業

専門サービス業

教育、学習支援業

公務

無職

その他の業種

無回答

不動産鑑定部門 経営層・役員クラス 不動産事業部門 投資・資産運用部門

調査・研究・

コンサルティング部門

その他 無回答

（現在の勤務先
業種）



【４４】 不動産鑑定士への登録後 ③資格を活かすことができた具体的な内容

活かすことができた具体的な内容

① 「不動産事業部門」での具体例
・ 不動産事業の土地仕入に関する仕込価格決定
・ 土地の有効利用プランニング
・ アセットマネジメントやプロパティマネジメントにおける不動産の収益性の判断
・ 適正な価格査定や有効活用策の検討
・ ノンリコースローン対象物件の評価

② 「投資・資産運用部門」での具体例
・ J-REIT資産運用会社における新規投資時のバリュエーションや新規物件ソーシング

③ 「調査・研究・コンサルティング部門」での具体例
・ 不動産担保付債権や事業再生に関するデューデリジェンス
・ 不動産の相談・交換等のコンサルティング
・ 税理士業務における不動産関連のアドバイス
・ 公認会計士業務における資産評価・企業価値評価
・ 補償コンサルタント関係での土地評価、営業補償・残地補償等の補償額の算定

④ 「その他」での具体例
・ 裁判所の調停委員や競売評価人、土地収用委員に任命された

44
備考 ： 「不動産鑑定士に関するアンケート調査」の結果（ 「資格を活かすことが出来た具体的な内容」に関する1,446件のコメント）より作成



【４５】 不動産鑑定士を対象とする研修の概要

研修概要（２０１６．４～２０１７．３実績）

○ 不動産鑑定士の資質の維持・向上のため、不動産鑑定士等の団体において研修を実施しているが、
現状における研修の受講率は高いとは言い難い状況。

日本不動産鑑定士協会連合会実施研修

→ 総実施研修数7、総単位数32、総受講者数1,469

地域連合会実施研修

→ 総実施研修数18、総単位数58、総受講者数2,017

各都道府県不動産鑑定士協会実施研修

→ 総実施研修数190、総単位数513、総受講者数8,671

共催・後援等を行った外部団体の実施研修

研修委員会が特別に単位認定を認めた外部
団体の実施研修

→ 総実施研修数17、総単位数71、総受講者数210

eラーニング研修
（JAREA－e研修）

→ 総配信研修数33、総単位数78、
総受講者数4,645

論文の執筆

学会発表又は出席

著書の出版

研究報告の執筆

実務指針等の執筆

その他
（不動産鑑定評価の知識・技能に関して

特別な功績があると研修委員会が認めたもの）

→ 原則4単位、総認定者数0

→（発表）
原則4単位、総認定者数0

→（出席）
原則2単位、総認定者数4

→ 原則4単位、総認定者数0

→ 原則2単位、総認定者数295

→ 原則10単位、総認定者数0

→ 原則2単位、総認定者数0
※各実施団体ごとに企画・運営

※日本不動産鑑定士協会連合会にて企画・運営
※原則として確認テストを実施のうえ、

合格の場合には単位付与

認定研修 マルチメディア研修 自己研鑽研修
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研修受講状況の推移
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【４６】 研修受講状況の推移

備考 ： （公社）日本不動産鑑定士協会連合会会員の研修受講状況（各年度末現在）
なお、同会においては、2012年（平成24年）３月より、15単位以上の受講を求めている。

取
得
単
位
数

研
修
未
受
講

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 47.8% 49.0% 44.4% 46.0% 42.8% 56.0% 59.7% 37.6% 51.3% 36.0% 48.8% 51.0% 45.0% 48.0% 22.4% 32.4% 29.2%
1-5 1.3% 3.9% 1.5% 2.9% 7.4% 19.0% 15.5% 3.1% 14.9% 5.1% 24.0% 22.0% 23.2% 24.8% 9.5% 12.4% 14.2%
6-10 4.6% 16.2% 16.3% 13.7% 12.6% 12.1% 13.3% 29.1% 16.0% 28.5% 15.6% 15.4% 15.0% 16.0% 30.5% 10.6% 14.8%
11-14 5.0% 11.2% 12.3% 11.1% 12.8% 4.1% 5.2% 9.7% 7.2% 15.5% 4.9% 6.6% 7.5% 4.9% 14.0% 7.6% 10.7%
15- 41.2% 19.7% 25.5% 26.3% 24.4% 8.8% 6.3% 20.6% 10.7% 14.9% 6.7% 5.1% 9.4% 6.3% 23.6% 37.0% 31.1%
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